
〇宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十六号） 

 

（設計者の資格） 

第二十二条 法第十三条第二項の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（大

正七年勅令第三百八十八号）による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業

した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。 

 

二 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。）に

おいて、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程（夜間において授業を行うものを除く。）

を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号において同

じ。）、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。 

 

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令

（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修

めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。 

 

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）

による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の

技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。 

 

五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であるこ

と。 


